
  

お知らせ 

 

申請者各位 

平成３１年３月２８日 

経 済 産 業 省 

農 水 産 室 

 

平成 31 年度の関税分類番号（HS コード）の改正に伴う 

水産物の輸入割当てに係る IQ 申請について 

 

平素より、水産物の輸入割当制度について御協力いただき、誠にありがとう

ございます。 

平成 31年 4月 1日より、「こんぶ調製品」、「無糖の味付けのり」、「のりの調

製品」の関税分類番号（HSコード）が改正されます（別紙参照）。 

本年 4月 1日以降の輸入割当て（IQ）の申請若しくは IQの内容変更につい

て、申請者におかれましては以下のとおり対応していただけますようお願いい

たします。 

なお、平成 31年 3月 31日以前に発行された IQであって内容変更が必要な

い IQは、平成 31年 4月 1日以降の IQの HSコードの変更は不要なため、特段

の手続はありません。 

 

１．IQの申請について 

（１）電子 IQの申請 

平成 31 年 4 月 1 日以降に IQ を電子申請する場合、同日から改正後の新

HSコードが自動で表示 されますので、特段の対応は不要です。 

 

（２）紙 IQの申請 

平成 31年 4月 1日以降に紙 IQを申請する場合、IQの申請書には新 HSコ

ードを記載 していただけますようお願いいたします（別添１参照）。 

 

２．内容変更する場合の対応について 

（１）電子 IQの内容変更をする場合 

平成 31 年 3 月 31 日以前に発給した電子 IQ について、同年 4 月 1 日以降

に内容変更の申請をする場合、①関税率番号欄を IQ 申請時に記載せず空欄

のままにし、②新 HSコードを備考欄に記載 していただけますようお願いい

たします（別添２参照。記載例：「1.関税率表の番号等を〇〇〇（新 HSコー



ド）に変更。」）。 

 

（２）紙 IQの内容変更をする場合 

平成 31 年 3 月 31 日以前に発給した紙 IQ について、同年 4 月 1 日以降に

内容変更の申請をする場合は、内容変更する IQの関税率番号欄の旧 HSコー

ドを二重線で訂正した上で、新 HSコードを記載 していただくようお願いい

たします（別添３参照）。 

また、内容変更承認申請書においては、「２ 変更の内容」の変更後の内

容欄に本改正による HSコード変更の記載は不要です（別添４参照）。 

 

なお、本 HSコードの改正が確定するのは「関税定率法及び関税暫定措置法

の一部を改正する法律」が国会で成立した日になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜問合せ先＞ 

経済産業省 貿易経済協力局 

貿易管理部 農水産室 

水産班 

TEL: 03-3501-0532 

FAX: 03-3501-6006 

 



（別紙） 

 

■こんぶ調製品 

現行（平成 30年 11月 1日輸入発表） 改正後 

関税率表の

番号等 
品目 

関税率表の

番号等 
品目 

1212・21-3 

 

2106・90-2-

(2)-E 

こんぶ（ボイル後塩蔵したも

のに限る。） 

こんぶの調製品 

1212・21-3 

2008・99-2 
変更無し 

 

■無糖の味付けのり 

現行（平成 31年 1月 18日輸入発表） 改正後 

関税率表の

番号等 
品目 

関税率表の

番号等 
品目 

2106・90-2-

(2)-E-(b) 
無糖の味付けのり 

2008・99-2-

(2)-B-(d) 
変更無し 

 

■のりの調製品（無糖の味付けのりを除く。） 

現行（平成 31年 1月 18日輸入発表） 改正後 

関税率表の

番号等 
品目 

関税率表の

番号等 
品目 

2106・90-2-

(2)-E 

のりの調製品（焼きのりを含

み、無糖の味付けのりを除

く。） 

2008・99-2-

(1)-B-(c) 
変更無し 

 

 

 



輸入割当申請書の記載要領                                      
              

１．申請者名(会社名)、住所、電話番号、記名押印又は署名（代表者の氏名と代表者印(会社の実

印として法務局に登録しているもの)の押印）、資格（代表取締役などの代表者の役職）、申請年

月日を記入してください。 
 
２．「△輸入の承認を輸入貿易管理令第４条第１項」と「承認」に二重線を引いてください。 
                                                                         
 

 

 
※ 両面印刷にし、表面の下部が裏面に移動しないように注意してください。 

３．申請者の方に記入していただく

のは「Ⅰ 申請の明細」のみです。 
「１ 関税率表の番号等」及び「２ 

商品名」は各輸入発表の１に記載

されている番号及び商品名を全

て記入してください。 
「３ 型及び銘柄」は何も記入しな

いでください。 
「４ 原産地」及び「５ 船積地域

(船積港)」には輸入する貨物の原

産地及び船積地域を国名で記入

してください。太平洋種にしん及

び大西洋種にしんの場合のみ船

積地域に国名と船積港を記入し

てください。 
商社割当て（A1・A2）及び需

要者割当ての申請において、複数

の原産地及び船積地域からの輸

入を予定している場合は「etc.」
の記載も可能です。「etc.」のみ

は不可。(例).「国名,etc.」（なお、

品目によって原産地が制限され

ている場合がありますので、各輸

入発表をご確認ください。） 
「数量及び単位(金額)」に申請する

数量又は金額と単位を記入して

ください。単位（KG、MT、枚、

US$）については各輸入発表の記

載をご確認ください。 
「総額(US$)」は何も記入しないで

ください。 
 
 

【　改正後の（新）HSコード　】

関税率表の番号等 品目 関税率表の番号等 品目

1212・21-3

こんぶ（ボイル後

塩蔵したものに限

る。）

1212・21-3

2106・90-2-(2)-E こんぶの調製品 2008・99-2

関税率表の番号等 品目 関税率表の番号等 品目

2106・90-2-(2)-E-

(b)
無糖の味付けのり

2008・99-2-(2)-B-

(d)
変更無し

関税率表の番号等 品目 関税率表の番号等 品目

2106・90-2-(2)-E

のりの調製品（焼

きのりを含み、無

糖の味付けのりを

除く。）

2008・99-2-(1)-B-

(c)
変更無し

■のりの調製品（無糖の味付けのりを除く。）

現行（平成31年1月18日輸入発表） 改正後

■こんぶ調製品

現行（平成30年11月1日輸入発表） 改正後

変更無し

■無糖の味付けのり

現行（平成31年1月18日輸入発表） 改正後

 

【注】こんぶ調製品、無糖の味付けのり、のりの調製品の 3 品目は HS コードが

改正されますので、H31.4.1 以降の申請には（新）HS コードを記載ください。 

（別添１） 







輸入割当証明書内容変更承認申請書 

経済産業大臣 殿 

平成  年  月  日 

申 請 者 住 所 ・ 氏 名 

記 名 押 印 又 は 署 名 

次の輸入割当証明書の内容変更の承認を申請します。 

１ 輸入割当証明書の内容 

（１）証 明 書 番 号 ○○ － (ＡＥ) － ○○ － ○○○ 

（２）割 当 年 月 日 平成  年  月  日 

２ 変更の内容 

原証明書の内容 変更後の内容 

（例） 

  申請者名：△△△ 

  氏名：△△△ 

  住所：△△△ 

  資格：△△△ 

  電話番号：△△△ 

（例） 

  申請者名：◎◎◎ 

  氏名：◎◎◎ 

  住所：◎◎◎ 

  資格：◎◎◎ 

電話番号：◎◎◎ 

３ 変更理由 

  変更せざるを得ない理由を具体的に記載する。 

  内容変更承認番号  内容変更承認年月日 

  申請のあった上記の内容変更については承認する。 

経済産業大臣の記名押印 

  資  格 

  記名押印 

(別添４) 


	190401（申請者用お知らせ）のりのHSコード変更に伴うIQ申請、内容変更の留意点について
	（別添１）190401～IQの記載要領（こんぶ調、のり調、無糖HSコード改正）
	（別添２）電子IQのHSコード変更
	（別添３）（別添４）紙IQのHSコード変更（内変）



